
個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 叙位・叙勲・褒章 受賞者リスト（マスター） 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

秘書広報課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 叙勲事務の管理に利用 

５ 記録項目 

１． 氏名 

２． 受章年月日 

３． 勲等、叙位 

４． 受章時の年齢 

５． 現住所（市町村まで） 

６．主要経歴 

６ 記録範囲 叙勲、褒章の受章者 

７ 記録情報の収集方法 叙勲、褒章推薦担当課への照会による 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）岐阜県 秘書広報課 

（所在地）〒500-8570 岐阜市薮田南２－１－１ 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 



13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）岐阜県秘書広報課 

（所在地）岐阜市薮田南２－１－１ 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

18 備   考  

 



個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 【R5】県民等からの意見管理台帳 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 知事公室 行政管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
 県政に関する問合せ、相談、苦情に応じ、必要な助言や説

明等の対応に利用する。 

５ 記録項目 

 １受付日、２申立人、３連絡先、４種別（電話・メール・

郵便等）、５概要（県民等からの意見）、６担当所属等、７

対応等 

６ 記録範囲 県民等 

７ 記録情報の収集方法 
 申立人（本人）からの電話、電子メール、手紙、ファクシ

ミリ等による 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含む 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）岐阜県知事公室 行政管理課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 



14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）岐阜県知事公室行政管理課 

（所在地）岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

 ― 

16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 ― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 ― 

18 備   考  



 

 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 【R6】県民等からの意見管理台帳 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 知事公室 行政管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
 県政に関する問合せ、相談、苦情に応じ、必要な助言や説

明等の対応に利用する。 

５ 記録項目 

 １受付日、２申立人、３連絡先、４種別（電話・メール・

郵便等）、５概要（県民等からの意見）、６担当所属等、７

対応等 

６ 記録範囲 県民等 

７ 記録情報の収集方法 
 申立人（本人）からの電話、電子メール、手紙、ファクシ

ミリ等による 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含む 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）岐阜県知事公室 行政管理課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 



14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）岐阜県知事公室行政管理課 

（所在地）岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

 ― 

16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 ― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 ― 

18 備   考  



 

 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 【R7】県民等からの意見管理台帳 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

 知事公室 行政管理課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 
 県政に関する問合せ、相談、苦情に応じ、必要な助言や説

明等の対応に利用する。 

５ 記録項目 

 １受付日、２申立人、３連絡先、４種別（電話・メール・

郵便等）、５概要（県民等からの意見）、６担当所属等、７

対応等 

６ 記録範囲 県民等 

７ 記録情報の収集方法 
 申立人（本人）からの電話、電子メール、手紙、ファクシ

ミリ等による 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

 含む 

９ 記録情報の経常的提供先  ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）岐阜県知事公室 行政管理課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

 ― 

12 個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 ■無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

 該当 



14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（名 称）岐阜県知事公室行政管理課 

（所在地）岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

 ― 

16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

 ― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

 ― 

18 備   考  



 

 

個人情報ファイル簿 
 

１ 個人情報ファイルの名称 岐阜県職員録 

２ 行政機関等の名称 岐阜県知事 

３ 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

知事公室 人事課 

４ 個人情報ファイルの利用目的 職員の所属・分掌等の確認に利用する。 

５ 記録項目 
1氏名、2所属情報（所属名、電話・FAX番号、住所）、 

3分掌名、4補職名、5職種等 

６ 記録範囲 岐阜県職員（会計年度任用職員等を除く） 

７ 記録情報の収集方法 職員の異動情報による 

８ 
要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

９ 記録情報の経常的提供先 ― 

10 
 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名称）岐阜県知事公室 人事課 

（所在地）〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 

11 
訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

12 個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第7項に該当する

ファイル 

    □有 □無 

13 
行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

14 
行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

15 
行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 



16 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

17 
作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

18 備   考 ― 

 


